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第３回 国際海上輸送部会 

平成１９年５月１８日（金） 

 

 

【事務局】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから交通政策審議会海事分科

会第３回国際海上輸送部会を開催させていただきます。委員の皆様には、ご多用の中、本

部会にご出席賜りましてまことにありがとうございます。 

 本日は、委員及び臨時委員総員１７名中１２名のご出席でございますので、交通政策審

議会令第８条第１項による定足数を満たしておりますことをご報告申し上げます。 

 また本部会は、情報公開の観点から会議自体を公開とするとともに、議事録等を国土交

通省のホームページに掲載することとしておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、本日ご出席されている委員及び臨時委員の皆様をご紹介いたします。 

 今回は第３回目でございますので、席上に配付しております座席表にてご紹介にかえさ

せていただき、今回初めて部会にご出席の委員１名の方のみをご紹介したいと存じます。 

 社団法人日本鉄鋼連盟会長の馬田委員でございます。 

 なお秋山委員におかれましては、後ほどご到着の予定でございます。 

 また、松田部会長代理、岡部委員、佐々木委員、西岡委員、桝本委員におかれましては、

本日、所用のためご欠席でございます。 

 また、本日は意見交換のため、委員の代理としてご出席していただいている方がいらっ

しゃいますので、ご紹介申し上げます。 

 社団法人日本造船工業会の寺門企画部部長でございます。 

 社団法人日本物流団体連合会の中田理事長でございます。 

 続きまして、マイクの使い方をご説明させていただきます。 

 こ発言の際には、お手元のマイクのトークというボタンを押してからご発言ください。 

 また、ご発言が終わりましたら、再度トークというボタンを押してオフにしてください

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、配付資料の確認をさせていただきます。 

 まず、第３回国際海上輸送部会という座席表がございます。 

 次に、クリップどめをしております海事分科会第３回国際海上輸送部会議事次第がござ
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います。 

 また、恐縮ですがクリップを外していただきまして、配付資料の下に配付資料一覧、次

に、また別途クリップどめをしております資料１といたしまして、今回の説明資料一式、

最後に資料２としまして今後のスケジュールがございます。 

 また、一番下に日本船主協会さんからの提出資料、国際海上輸送部会の中間取りまとめ

に向けてのコメントという資料がございます。 

 資料に不足のあられる方は、恐縮ですが、事務局までお知らせくださいませ。 

 それでは、杉山部会長に議事の進行をお願いいたしたいと存じます。よろしくお願いい

たします。 

【部会長】  それでは、本日もよろしくお願いを申し上げます。 

 早速議事次第に沿って議事を進めさせていただきます。 

 お手元の議事次第にありますように、議題１は「日本経済・国民生活に対する外航海運

の役割・重要性」、議題２が「政策目的の整理」、議題３、「日本籍船・日本人船員の必

要規模」、議題４が「政策目的を実現するための施策内容について」、以上について、ま

ず事務局からご説明をちょうだいしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【外航課長】  外航課長でございます。それでは、資料の説明をさせていただきます。 

 まず１ページ目でございます。これまでの審議結果をもとにいたしまして、事務局のほ

うで安定的な国際海上輸送の確保に関して基本的な考え方というのをまとめさせていただ

きました。本日はこの流れに沿いまして資料の説明をさせていただければと思います。 

 この基本的考え方につきましては、本日の審議を円滑に進める目的で作成したものでご

ざいますので、種々ご意見もあろうかと思います。資料の説明の後に全体につきましてご

審議をいただければと考えているところであります。 

 基本的考え方でございますが、１番、四面環海、資源に乏しい我が国が貿易立国として

発展していくためには、外航海運は極めて重要。 

 ２．そうした我が国にあって、自国の外航海運事業者は安定輸送を確保し、我が国産業

界の国際活動、国民生活の維持向上において不可欠の存在。単一の国際市場で競争する本

邦企業の競争力を維持、強化し、その機能を確保することは国家的課題。 

 日本籍船、日本人船員は、現在、コスト競争力の喪失から極端に減少しているが、安定

的な国際海上輸送の確保のために核となるべき存在である。また、我が国の置かれた地理

的、経済的状況に鑑みると、いわゆる非常時においては、日本籍船、日本人船員の役割は
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大きく、平時からこれを確保、育成することは同様に喫緊の国家的課題。 

 ３．本邦外航海運企業の競争力確保、日本籍船、日本人船員の確保、育成を支える政

策・諸制度は、諸外国に比し劣後しており、このためこれら諸般の政策、制度の充実、強

化が必要。具体的には税制、金融、予算、国際的競争環境など広範な競争条件について検

討の上、その充実・強化が必要というものでございます。 

 ２ページ目でございますが、本日ご審議いただく内容をまとめたものでございます。 

 まず日本経済・国民生活に対する外航海運の役割・重要性、それから、政策目的の整理

を改めておさらいをさせていただきまして、次に、日本籍船及び日本人船員の必要規模の

具体的な試算結果についてご説明をいたしまして、最後に政策目的を実現するための施策

内容についてご説明をさせていただき、ご審議をいただければということでございます。 

 ３ページ目でございますが、以前にお示ししました本部会の審議内容を示した絵でござ

いますけれども、この中に本日ご審議いただきたい４点をはめ込んだものでございます。

ご参考にごらんいただければと思います。 

 ４ページ目でございますが、国際海上輸送部会の審議事項を再掲したものでございます。

説明は省略させていただきます。 

 ５ページから１０ページ目につきましては、第２回国際海上輸送部会、第２回ヒューマ

ンインフラ部会における各委員からの主な意見をまとめさせていただいたものでございま

す。本日、ちょっと資料が大部でございますので説明は省略させていただきますが、適宜、

審議の際にもご参照いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議題の１でございます「日本経済・国民生活に対する外航海運の役割・重要

性」につきましてご説明を差し上げたいと思います。 

 資料の１１ページでございます。外航海運の重要性につきまして改めて整理をさせてい

ただいたものでございます。四面環海、資源に乏しい我が国が貿易立国として発展してい

くためには、外航海運は極めて重要であるということにつきましては、既に委員の皆様方

からもご意見があったとおりでございます。 

 我が国は原油や鉄鉱石などの資源・エネルギー及び食糧の大部分を輸入に依存しており、

それらを輸送するライフラインである外航海運は極めて重要であると整理できようかと思

います。 

 資料１２ページから１４ページ目までは、参考までに第１２回の海事分科会で配付させ

ていただきました説明資料を添付しております。日本の輸入依存度等に関する資料であり
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まして、説明は省略させていただきますが、適宜ご参照いただければと思います。 

 それでは、２番目の議題であります政策目的の整理につきまして、ご説明を申し上げま

す。 

 政策目的につきましては、大きく分けまして、本邦外航海運事業者の国際競争力の確保、

それから、日本籍船や日本人船員（海技者）の確保という２点に分けられるのではないか

と考えております。 

 まず１５ページでございますが、そのうちの１点目の本邦外航海運事業者の国際競争力

の確保の必要性について、改めてまとめさせていただいたものでございます。グローバル

化する世界経済の中で、本邦外航海運事業者も世界経済の動向に応じたグローバルな事業

展開を行うことが必要である。一方、外国海運事業者は世界単一市場において激しい競争

が繰り広げられており、本邦外航海運事業者が外国の外航海運事業者と同等の条件で競争

できる環境整備が必要であり、諸外国における外航海運強化策を踏まえつつ、税制等につ

いて所要の施策を講じる必要があるという整理を一たんさせていただいております。 

 資料の１６ページでございます。日本の外航海運事業者の意義・必要性について改めて

整理をしたものであります。 

 四面環海、資源に乏しい我が国にとって、自国の外航海運事業者は安定輸送数を確保し、

我が国産業界の国際活動、国民生活の維持向上において不可欠の存在。当該企業が国際競

争力を持って安定的な経営を確保することが重要。単一の国際市場で競争する本邦企業の

競争力を維持強化し、その機能を確保することは国家的課題ということで、改めて整理を

させていただいております。これらにつきましても委員の皆様方からご意見のあったとお

りかと思います。 

 資料の下のほうはそれを少し詳しく書いたものでございます。 

 それでは、資料の１７ページ以降でございますが、１７ページから１９ページ目につき

ましては、外航海運をめぐる国際的な動向でありますとか、競争の激化を示す資料でござ

いまして、１２回の海事分科会においてお示しした資料を改めて載せさせていただいてお

ります。 

 １７ページにつきましては、東アジア域内の工程間分業の進展を示したものでございま

して、本邦海運事業者もそれに応じた事業展開をしているということでございます。 

 １８ページは定期船分野におきますＭ＆Ａが進展し、例えばマースク等の一部船社の巨

大化が進んでいて、邦船社との間で大分格差が拡大しているということを示した資料でご
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ざいます。 

 １９ページ目は、本邦船社における我が国発着の貨物の積取比率が、徐々に低下してい

るということを示した資料でございます。 

 ２０ページ目でございますが、我が国海運業界の動向をまとめた資料でございます。我

が国海運業界、昭和３９年に海運企業が１１社から６社へと集約されまして、平成１１年

には商船三井とナビックスラインが合併をいたしまして６社体制から３社体制に移行した

ところであります。昭和６０年、６１年には倒産が相次ぐなど、歴史的に熾烈な競争のも

と、再編を繰り返してきた業界と言えようかと思います。 

 それから国際競争の激化ということで、最近の事例でございますけれども、邦船社の強

みであります不定期船の分野におきましても、例えばＬＮＧ船の国際入札におきまして、

従来は邦船社が何らかの形で参入できていたというものが、敗退する事例も出てきたとい

うことで、こういった分野でも競争が激しくなっているということでございます。 

 資料の２１ページ目でございますが、邦船社と諸外国の主要船社の経営状況を比較した

表でございます。緑色で示しました売上高税引前利益率につきましては、邦船社もかなり

高い数値を示しておりますが、オレンジで示した税引後の売上高当期利益率を比較してみ

ますと、外国の船社と大きな差が生じているということが読み取れようかと思います。ま

た、一番下の青で示しました売上高キャッシュフロー比率につきましても、同様の結果と

なっているということでございます。 

 これから日本の外航海運事業者は、国際競争市場におきまして非常に健闘しているとい

うことが言えようかと思いますが、法人税額が違うということから、利益には大きな差が

生じている。これを埋めないと経営体力の差が拡大して、例えば好況から不況に転じた際

に、競争上の不利が顕在化するおそれがあるのではないかということが言えるのではない

かと思います。 

 資料の２２ページ、２３ページは、今申し上げたことをグラフ化してお示しをしたもの

でございます。 

 それでは、続きまして政策目的のうちのもう１つの柱であります、日本籍船及び日本人

船員の確保につきまして、ご説明したいと思います。 

 資料の２４ページ目でございます。まず当部会におけます各委員からのプレゼンテーシ

ョン等を踏まえまして、事務局におきまして、日本籍船及び日本人船員の意義・必要性に

ついて、改めてまとめさせていただいたものでございます。 
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 日本商船隊における日本籍船及び日本人船員は、現在、コスト競争力の喪失から極端に

減少しているが、安定的な国際海上輸送のために核となるべき存在である。また、我が国

の置かれた地理的、経済的状態に鑑みると、いわゆる非常時においては日本籍船、日本人

船員の役割は大きく、平時からこれらを確保し、育成することは喫緊の国家的課題である

と。 

 また、日本籍船及び日本人船員の意義・必要性といたしまして、経済安全保障の観点か

ら、日本の管轄権が及ぶ日本籍船、及びこれを適切かつ確実に行使することが期待される

日本人船員を常時確保しておくことが必要であろう。 

 また、日本籍船は日本政府の保護の対象であり、安定的な国際海上輸送の核としての役

割が期待されること、それから、海上輸送の安全の確保及び環境保全を図ることが可能で

あるということ、それから、船舶運航等に係るノウハウの維持が必要であることといった

諸点が意義・必要性として挙げられるだろうと。 

 これらに鑑みますと、日本籍船及び日本人船員が一定程度必要である。しかしながら、

この必要規模を確保するためには、市場の経済原理のみに委ねると必ずしも達成ができな

いのではないかということで、政府による一定の支援措置が必要である。また、支援措置

が日本籍船及び日本人船員の増加という効果につながるよう、制度設計をする必要がある

という形でまとめさせていただいております。 

 資料の２５ページは我が国商船隊の構成及び日本人外航船員の推移を示したものでござ

いまして、既にごらんいただいたとおりでございまして、いずれもピーク時に比べて極端

に減少しているということでございます。 

 ２６ページでございます。ヒューマンインフラ部会において配付された資料でございま

すけれども、日本籍船及び日本人船員の乗り組む船舶の海難発生率は極めて低いというこ

とを示しております。 

 右上のロイズ船級協会の統計によりますと、船籍別全損海難発生率で見ますと、日本は

トン数では１.０７‰で世界平均の約２分の１、隻数では０.２８‰で世界平均の約５分

の１と、極めて低いということでございます。 

 また、損保会社のアンケート調査によりますと、船舶保険料の算出に際しては、日本人

船員の乗り組みが有意に働いており、船舶職員に外国人が配乗されている場合には

約５０％増しとなる場合もあるといったことが言われております。 

 ２７ページにつきましては、日本籍船及び日本人船員の意義・必要性につきまして、
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第２回国際海上輸送部会におきましてご議論いただいたものをベースに、改めてまとめさ

せていただいたものでございます。本ページの概要につきましては、２４ページにおきま

してご説明させていただきましたので、説明は省略させていただきますが、日本籍船及び

日本人船員を確保するためには、日本の外航海運事業者は国際競争力を強化して、平時か

ら必要な規模の日本籍船及び日本人船員を備え持つ必要があるのではないかということで、

まとめさせていただいております。 

 続きまして日本籍船及び日本人船員の必要規模に移らせていただきたいと思います。資

料の２８ページでございます。 

 前回お示しした試算のやり方でございますけれども、今回、本部会における日本籍船の

必要規模の試算の考え方についてまとめたものが２８ページでございます。 

 改めてご説明をいたしますと、まず試算に当たりまして、前提条件として、すべて日本

籍船で輸送しなければ状態が１年続くことを想定する。それから、その状態において必要

な一定規模の経済活動、国民生活水準を確保する上で、必要な輸送力に対応するための日

本籍船の必要規模を試算する。日本への輸入を対象にするという３点を前提条件としてお

ります。 

 この前提条件に従いまして、まず貨物と、その貨物を輸送する船種を現状の輸送状況を

もとに対応づけをいたしまして、品目別海上輸送量から船種別の貨物量を推定する。 

 次に、非常時等において維持すべき経済活動・国民生活水準を決定いたしまして、当該

水準の維持に必要な貨物量推計のための係数を設定する。 

 それから、平時における船種別貨物量にこの係数を乗じることによりまして、非常時に

おける船種別の必要貨物量を推計する。 

 次に、船種別平均積載率をもとに船種別必要貨物量から船種別に必要となる船腹量を推

計する。 

 それに船種別平均船型を割りまして、船種別の必要な年間運航回数を算出して、さらに

船種別平均輸送日数でまた割り込みまして、船種別の年間必要隻数を算出するというフロ

ーに従って試算をしてございます。 

 資料の２９ページでございます。試算に用いましたデータと試算の結果を示した資料で

ございます。試算に当たりましては、ベースとなるデータといたしまして、港湾統計を用

いております。それから、８１品目分類の輸入海上貨物量の集計を行いまして、各品目を

船種別に対応づけをいたしました。 
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 船種別の平均の積載率につきましては、非常時であるという試算の前提に鑑みまして、

可能な限り積載することを想定して、すべての船種におきまして１００％ということで計

算をしております。 

 それから、船種別平均船型、船種別の平均輸送日数につきましては、船社に対するヒア

リングによりまして、入手したデータによりまして試算をしております。 

 その結果を示しましたのが真ん中のピンクの部分でございますが、平時における我が国

の輸入貨物量を輸送するために必要な隻数といたしまして、１,２８０隻という数字が試

算の結果として出ております。 

 それから、非常時等において確保すべき経済活動・国民生活水準につきまして、最低保

障水準を考えた場合の係数を算出しております。その場合の係数は標準世帯と生活保護世

帯の収入の比によりまして算出することとしまして、その比率が３５.５％となります。

これを用いて日本籍船の必要規模を試算いたしますと、約４５０隻という結果になるとい

うことでございます。 

 なお、この試算に際しまして、法律に基づきます石油と食糧の備蓄につきましては、あ

らかじめ貨物量の中から控除をして計算をしております。 

 続きまして３０ページでございますが、最低保障水準の生活レベルのイメージを図にあ

らわしたものでございまして、真ん中より下のあたりに約４５０隻という数字が出ており

ます。最低限達成すべき当面の目標として、最低保障水準の生活レベルの維持に必要な船

舶数を目標とするとこのくらいになるということでございまして、この考え方の１つでは

ないかと考えているところでございます。 

 なおこの数字は韓国の国家必須船舶の水準にも近い数字になっております。 

 続きまして３１ページ目でございますが、必要日本人船員数の試算についでございます。 

 まず考え方といたしまして３点前提を置いております。１点目が日本籍船必要規模を前

提に日本人船員の必要規模を算出する。それから、日本籍船に乗り組む船舶職員、計８名

でございますが、これをすべて日本人であるものとする。３番といたしまして、通年運航

することが可能となる最小限の船舶職員数であるものとするという３点を置きまして試算

をしたものでございます。 

 先ほどの説明の際に申し上げました日本籍船の必要規模を仮に約４５０隻としてみまし

た場合に、予備員率を５０％ということで試算をいたしますと、必要日本人船員数は

約５,５００人という試算の結果になるということでございます。 
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 ３２ページと３３ページ目につきましては、日本籍船及び日本人船員数の増加のイメー

ジをグラフで示したものでございまして、昨年税制改正要望等の過程の中で、業界の総意

として日本籍船を５年で２倍とする目標、あるいは日本人船員を１０年で１.５倍とする

増加の努力目標というのが表明されておりますけれども、それらを踏まえながら、一定の

前提条件を置いて考えると、それぞれ今求めました数に達するまでどのくらいのイメージ

かというのを図で示したものでございまして、それぞれ大体２０年から３０年ぐらいのタ

イムスパンがかかるということを大ざっぱに示した資料でございます。 

 以上が日本籍船及び日本人船員の必要規模についての資料でございます。 

 続きまして、最後でございますが、政策目的を実現するための施策内容についての資料

の説明に移らせていただきたいと思います。 

 まず、現行の我が国及び諸外国の外航海運支援策ということでございますが、３４ペー

ジ目が我が国における現行の海運支援策を一覧したものでございます。船舶の特別償却、

固定資産税、登録免許税への減免といった税制上の支援措置、船舶投資への日本政策投資

銀行における長期固定低利の安定的な融資という金融上の支援措置がございます。 

 またこれに加えまして、国際船舶制度や船員関係の諸施策が講じられているところでご

ざいます。 

 資料の３５ページでございますが、国際船舶制度の概要を説明したものでございます。

左の下にありますよう、税制上の支援措置が講じられていることに加えまして、外国資格

の受有者に対する承認制度によるコスト低減等の支援措置がとられております。 

 この承認船員制度につきましては、現在、船長及び機関長以外の職員が対象となってお

りますが、後にまた触れさせていただきますが、この運用の見直しにつきまして現在、検

討を行っているところでございます。 

 ３６ページでございます。各国の租税制度比較をしたものでございます。トン数標準税

制につきましては、イギリス、フランス、アメリカ、ノルウェー、オランダ、ドイツ、デ

ンマークといった諸外国におきまして、いずれも導入をされております。ということで、

この点は日本は劣後していると言えようかと思います。 

 このほかに固定資産税、登録免許税あるいは船員所得税等におきましても、諸外国に比

べて日本の税制が劣後しているものもありまして、今後の検討課題ではないかと考えてい

るところでございます。 

 ３７ページでございますが、我が国の船員教育について示したものでございます。大学、
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商船高専、独立行政法人海技教育機構における大学教育に加えまして、独立法人航海訓練

所において一元的な実習訓練を実施しているということでございます。 

 ３８ページでございますが、新たな外航日本人船員の要請の一翼を担う外航日本人船員

（海技者）確保・育成スキームについて示した資料でございます。 

 このスキームは３０歳未満の若い船員、船員教育機関の卒業生でございますが、これを

対象に最長５年間の研修によりまして、豊富な実務経験を積ませまして、日本人外航船員

の確保と育成を推進するという目的で講じられるものでございます。 

 続きまして３９ページでございますが、若年船員を対象としましたトライアル雇用制度

を図表化したものでございます。３０歳未満の若年船員の雇用機会を創出するという目的

で、３カ月間のトライアル雇用を官民一体となってサポートするという仕組みになってお

ります。 

 諸施策の現状でございますが、今後の安定的な国際海上輸送の確保についてということ

で、今後の施策につきまして説明をさせていただきたいと思います。 

 ４０ページをごらんいただきたいと思います。安定的な国際海上輸送の確保方策の全体

像につきまして図示したものでございます。考え方として、本邦外航海運企業の競争力確

保、日本籍船及び日本人船員の確保、育成を支える政策・諸制度につきましては、諸外国

に比して劣後しているものがあるということで、このためこれら諸般の政策、制度の充実、

強化が必要ではないか。具体的には、税制、金融、予算、国際的競争環境など広範な競争

条件について検討の上、その充実・強化が必要と整理しております。 

 この資料におきましては、既存の諸施策と今後講ずべき諸施策が混在して書かれており

ますけれども、今後講じる施策等につきましては、実施のタイミング等を記入してござい

ます。 

 以下個別の施策につきましてご説明をさせていただきたいと思います。 

 ４１ページでございます。トン数標準税制の導入についてということでございます。我

が国がグローバルな国際経済社会の中におきまして、海洋国家として、また貿易立国とし

て今後とも持続的成長を遂げていくためには、船腹量ベースで全世界の約６割の船舶に適

用されているトン数税制につきまして、日本船社の国際的な競争条件の均衡化を図るとと

もに、日本籍船及び日本人船員の計画的な増加を図るという観点から、導入することが適

当ではないかということでございます。 

 続きまして資料の４２ページでございます。諸外国のトン数標準税制につきまして概観
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したものでございます。今申し上げましたとおりで、船腹量ベースで全世界の約６割の船

舶に既に適用されている税制ということで、今や世界標準と言えるのではないかというこ

とでございます。 

 諸外国のトン数標準税制の特徴といたしまして簡単にまとめてございますけれども、低

いみなし利益が設定されている。通常の法人税との選択制、ただし選択すると一定期間変

更できない。それから、一定割合の自国籍船の保有義務、それから、導入に伴う政策的要

件がかけられている例もございまして、イギリスでは船員の教育訓練義務、ドイツではド

イツ国籍船を増加させるための政治的コミットメントなどがございました。我が国におき

ましてトン数標準税制の導入をするに当たっては、これら諸外国の事例も参考に検討して

いく必要があるのではないかということでございます。 

 資料の４３ページ目でございますが、金融面からの政策的関与の必要性についてまとめ

たものでございます。 

 外航海運は他産業に比較しまして設備集約型産業でございまして、資金調達に占める負

債の割合が大きい等々の特徴がございます。したがいまして、外航船舶の整備について、

長期、固定、低利の安定的な融資制度が必要とされておりまして、現在、政策投資銀行に

よる融資制度が設けられているということでございます。 

 ４４ページ目でございますが、政策金融改革において、平成２０年１０月から政策投資

銀行は民営化、株式会社化をされ、おおむね５年から７年後を目途に完全民営化される予

定ということになっております。 

 民営化後の資金調達につきましては、長期・固定・低利の財政投融資資金から、市場か

らの自己調達資金中心となるということで、貸出条件の変更が予想されるということでご

ざいます。 

 政投銀民営化への対応につきましては、我が国の外航海運事業者は大規模な船隊整備を

計画しており、向こう数年間の大量竣工に伴いまして、各社は大規模な資金調達を必要と

している一方、金融機関は特定業種向け残高の極端な増加を回避するということもありま

すので、当該船隊整備に関する資金調達への対応に限界が生じる可能性もあるのではない

かと。 

 このような状況を踏まえますと、政投銀民営化後においても影響が生じないように、少

なくとも財投資金等の移行措置がある移行期間中においては、長期・固定・低利の安定的

な貸し付けが確保されることが必要ではないかと考えられるのではないかということであ
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ります。 

 また、完全民営化後における船舶金融のあり方につきましても、国際競争力の観点から

検討する必要があるのではないかということであります。 

 続きまして４５ページでございますが、安定的な国際海上輸送確保のための法律等の担

保措置についてということでございます。現在の施策でございますが、先ほども触れまし

たとおり、日本籍船の減少に歯どめをかけるという目的で、安定的な国際海上輸送の確保

を図るために、国際船舶制度が設けられておりまして、日本籍船に対する緩やかな譲渡規

制を実施しております。 

 それ以外に登録免許税や固定資産税の減免、承認船員制度の導入によるコスト競争力の

強化となどによる支援措置を行っております。 

 一方、国際輸送につきましては現在、航海命令は規定されていないという状況でありま

す。 

 船員の確保・育成につきましては、さまざまな教育訓練が実施されている。 

 また、それ以外の予算上の措置も講じられているということでございます。 

 しかしながら、現状としましては、日本籍船の減少に歯どめをかけることはできていな

い。また、日本人の船員も同様に減少の一途をたどっているというのが現状でございます。 

 こういった現状に鑑みますと、新たな制度設計が必要ではないかと。具体的には、日本

籍船に対する譲渡規制のみならず、日本籍船及び日本人船員の計画的確保・育成を図るよ

うな制度が必要なのではないか。 

 また昨年、業界の総意といたしまして、日本籍船を５年で２倍とする目標、日本人船員

を１０年で１.５倍とする増加目標が表明されておりますけれども、こうした目標を計画

的に達成可能とするような支援措置が必要なのではないかと、また非常時においても、安

定的な国際海上輸送を確保する必要があると考えております。 

 ４６ページでございます。安定的な国際海上輸送の確保のための新たなスキームにつき

ましての資料でございます。 

 日本籍船、日本人船員は当面の目標数に向けまして計画的に増加させるためには、市場

の経済原理のみに委ねた場合には達成が難しいのではないかと。そういうことで一定の支

援措置が必要であるとともに、計画的な増加を効果として結びつけることができる法律等

の担保措置が必要ではないかということで、具体的なイメージをお示ししたものでござい

ます。 
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 まず、国土交通大臣による日本籍船及び日本人船員の確保に関します目標に係る事項と

定めた基本方針を策定する。外航海運事業者におきましては、基本方針にのっとって、日

本籍船及び日本人船員の増加に関する目標及びその計画的増加策を内容とする国際海上輸

送確保計画といったようなものを作成していただいて、国土交通大臣の認定を申請できる

ことにする。 

 国土交通大臣の認定を受けた場合には、トン数標準税制といった課税の特例の適用、勧

告、公表等の適切な計画遂行の担保措置、日本籍船に対する譲渡規制、航海命令の適用と

いったことが法律効果としてあるということ、これらをパッケージとして検討してはどう

かということでございます。 

 資料の４７ページにつきましては、前回お示ししました航海命令に関する制度でござい

ます。現在、内航海運については制度がございますが、国際海上輸送につきましても、災

害の救助その他公共の安全の維持のために自発的に当該航海を行うような事業者がいない

場合、または著しく不足する場合も想定されるのではないかということで、今般新たに国

際海上輸送を対象とした航海命令制度を導入することが必要ではないかということで、前

のページで申し上げたパッケージの１つとして導入を検討してはどうかということでござ

います。 

 ４８ページ、最後でございますが、承認船員制度の運用の見直しについての資料でござ

います。 

 日本籍船の増加に向けた施策の一環といたしまして、承認船員制度の運用に当たって、

現在実施されている船機長配乗要件の撤廃について検討しているところでございます。外

航日本人船員の年齢構成を考えた場合に、４５歳以上の船機長適齢期の船員は１０年後に

は現在の約７割まで減少する見通しになっております。現状の排除要件を堅持すると、早

晩船機長の適材が不足して、かえって日本籍船の増加の妨げになる可能性が大きいのでは

ないかということで、船機長配乗要件はむしろ撤廃する必要があるのではないかというこ

とでございます。 

 その場合も、日本人の若手船員の実際の育成には支障はない。日本人船員の計画的増加

につきましては、必要な制度の導入によって今後積極的に確保されるだろうと。外国人船

機長に対しては、日本人船機長と同等の安全性を、個別の承認試験を通じて確保するとし

ております。 

 なおこの排除要件の撤廃の時期につきましては、日本人船員の計画増加措置に必要な制
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度に関する関係者の、合意形成の状況等を踏まえまして判断していくことにしておりまし

て、条件が整えば、比較的早期に実施することもあり得ると考えております。 

 説明は以上でございますが、１点資料に誤りがございましたので、訂正をさせていただ

きます。 

 資料の３４ページでございます。船員教育訓練のところの運営交付金の額でございます

が、これが逆になっているようでございまして、３７ページの資料の数字が正しい数字で

ございますので、訂正をお願いしたいと思います。おわびして、訂正をお願いいたします。 

 資料の説明は以上でございます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明あるいは資料を踏まえて、これからいろいろご意見、ご質

問等をいただきたいと思いますが、その前に２つ済ませておきたいことがございます。 

 １つは、先ほど資料の紹介の中でありましたように、日本船主協会からのコメントが提

出されております。 

 それからもう１つ、今日ご欠席でありますけれども、電気事業連合会の桝本委員のご意

見を預かっております。このそれぞれについてご説明をいただきたいと思います。 

 最初に日本船主協会の資料について、これは鈴木委員からよろしくお願いいたします。 

【委員】  我々としてトン数標準税制の導入をお願いいたしました経緯を、もう一度ご

説明させていただきたいと思います。外航海運は世界単一市場を舞台にしており、参入、

撤退について何ら制限がありません。また、運賃、契約期間、契約量、その他のあらゆる

契約条件についても、若干の例外はあるものの、原則として自由に決めることができるこ

とになっています。 

 このような市場環境の中で、世界の先進海運国では、トン数ベースで言うと、６０％の

国がトン数標準税制を導入済み、１０％の国が海運業収益に対して無税乃至は軽課税であ

り、合計すると７０％の国で自国外航海運の国際競争力強化のために税制面での大きな施

策を行っています。残りの３０％は、日本、中国、台湾ですが、税制そのものがわからな

い中国と主要海運企業が海外に籍を移している台湾を除くと、実質的に日本だけというこ

とになり、日本だけが世界の先進海運国から取り残されているという状況です。 

 海事局の説明資料の２１ページを見ていただくとわかりますが、日本の外航海運企業は、

売上高税引前利益率では、世界の外航海運企業に比べてそれほど劣っていませんが、売上

高当期利益率を見ると、外国の海運企業については売上高税引前利益率とほとんど変わら
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ない一方、日本の外航海運企業は、売上高税引前利益率のおおむね半分ないしは６割ぐら

いになっています。その差はトン数標準税制の有無に起因するものと考えられるわけです。 

 日本の海運に限らずに、世界の外航海運はこの数年間、活況を呈する中国経済に牽引さ

れた旺盛な荷動きを主因として高業績を上げています。 

 しかしながら、トン数標準税制が導入されていない状況では、言い換えれば、世界単一

市場で戦っていく上でルールも他国と同じでなければ、日本海運だけがハンディキャップ

を負って戦い続けていくということになり、このままでは外国海運企業との格差がますま

す拡大し、我々の競争力を喪失させることは確実です。 

 日本の資源エネルギーの確保、安定的輸送に日本の外航海運企業が必要であるという前

提に立ちますと、我々としては諸外国の外航海運企業と同一市場で競争する以上、同一ル

ール・制度で戦わせていただきたい。日本に特別なルールを入れて、外国に比べて有利な

ルールを導入してくださいということではありません。諸外国と同一ルールで戦わせてい

ただきたいというのが、トン数標準税制の導入をお願いしたゆえんです。 

 ご参考までに、海事局の説明資料の３６ページを見ていただきたいと思います。各国の

租税制度の比較です。トン数標準税制を我が国だけが導入していないことを始め、固定資

産税の有無、船員所得税の減免の有無など、わが国と比較して諸外国が総じて自国海運強

化を目的とした施策を講じていることがわかります。 

 次に、船協が本日提出いたしました資料をご覧いただきたいと思います。まず最初に、

当協会は諸外国との競争条件のイコールフッティング、税のコンバージェンス、国際競争

力確保・強化の観点から、トン数標準税制を求めているものであり、単なる減税を求めて

いるものではないということです。 

 それから、諸外国においては、自国産業の国際競争力の確保、強化のため、あるいは軽

課税国への自国海運企業の転移を阻止するためにトン数標準税制を導入しているのであっ

て、自国籍船や自国船員の増加等は副次的目的とされ、これを達成するための手段と考え

ている国はないということを申し上げたいと思います。 

 しかしながら、海事局の説明資料の４５、４６ページ「安定的な国際海上輸送の確保の

ための法律等の担保措置」では、トン数標準税制を適用する企業に課す日本籍船と日本船

員の増加に関する条件のみが記されており、肝心の国際競争力の確保・強化については抜

けているように思われますので、法律にぜひとも国際競争力の確保という視点を入れてい

ただきたいと強くお願いする次第です。 
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 さらにつけ加えますと、各国においては、トン数標準税制の導入については、その対象

船を自国籍船だけに限るというような厳しい制限はありません。世界単一市場で同一ルー

ルという観点からすると、対象を自国籍船に限定するということは大変厳しい条件と思っ

ておりますが、私ども自身も自国籍船の増大、海技者の増加についても努力する所存です

ので、ぜひとも国際競争力の確保という観点を強く打ち出していただけたらと思っている

次第です。 

 最後になりますが、当協会提出資料の最後のページに当協会の政策金融に関する基本的

スタンスということを述べさせていただいております。 

 日本政策投資銀行は、平成２０年度１０月から民営化されるということですが、同行が

これまで行ってきた融資が我々海運企業に果たしてきた役割は大変大きく、今後とも従来

の融資制度のようなものを何らかの形で残していただくことを希望いたします。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 ただいまの鈴木委員からのコメントの中に含まれている指摘、あるいは要望について、

この資料との関連で事務局が何かお考えがあれば、それはまた後ほど伺うこととしまして、

先にまず、先ほど申し上げましたように、電気事業連合会からの意見が提出されているよ

うですので、これは事務局から口頭でご説明いただくことになっております。 

【外航課長】  それでは、事務局から、電気事業連合会からいただいておりますご意見

につきましてご紹介させていただきます。読み上げさせていただきます。 

  

 これまでの海上輸送部会において、日本にとっての外航海運の重要性が再確認され、そ

の担い手となる日本船社、日本籍船、日本人船員の現状やその果たすべき役割について、

様々な見地から意義ある議論が展開されてきた。 

 その中で、安全保障の観点から、最低限の日本籍船と日本人船員の確保が必要である一

方で、世界単一市場で激しい競争を繰り広げる日本船社の国際競争力の確保は不可欠と整

理されてきた。 

 我々ユーザーにとってコストは競争力の源泉であり、安全保障とともに平時の日本船社

の国際競争力は大変重要である。日本船社が国際市場で外国船社と競争してきた結果が現

在の姿であることに鑑みると、安全保障と国際競争力の両者をバランスさせるには、他国

で既に行われている国としての支援策が、イコールフッティングの観点からもやむを得な

いと考える。 
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 またそれをどこでバランスするかについては、国の支援策の内容を踏まえた上で、現実

的で持続可能なものにする必要が、国際競争の上からも求められる。 

 以上であります。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、もともとの資料、それから、今いただいたご説明等々も含めて、幅広くこれ

からご意見、ご質問等をちょうだいしたいと思います。どうぞまた挙手でご自由にご発言

いただきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。 

【委員】  今、委員のほうからありました発言に大変関係することなんですけれど

も、３点ほど質問ないしコメントしたいと思います。 

 私は別に税制の専門家でないものですから、ちょっと正確に把握できないんです

が、２１ページの資料で、諸外国の売上高税引前利益率と売上高当期利益率の比較、そし

て、日本の同じような数値についての比較を見ると、大変ショッキングといいましょうか、

トン数標準税制の差がそこに大きく出ているのかなと思うわけですが、一部は売上高が利

益率のほうが高いなんていう数値も出ていますので、一体この差が、トン数標準税制でど

のくらい影響しているのか。 

 先ほどの委員のお話だと５割ないし６割というご発言があったように思いますけれども、

そこは少し正確に知りたいなということと、それがキャッシュフローに影響しているとい

うのであれば、そのハパックロイドなんかは非常に低いわけで、キャッシュフローの話に

なると、また別の意味がたくさん入ってくるんじゃないかと思うので、この辺はやはり正

確にご説明いただきたい。 

 かつ、これは私の非常にプアな知識なんですけれども、トン数標準税制であれば、例え

ばヨーロッパのほうは、例えば過去非常に景気が悪いときに、所得税なんかを払うような

余地がないような時期にも、あるいはトン数標準税制で税金を払っていたのかもしれない

という、つまり過去の長いスパンで見た場合の比較も必要なのかなというようなことを、

多分財務省なんかは言うんじゃないかと思うんですが、別に私は財務省から聞いたわけじ

ゃないんですけれども、その辺がどうなのかなと。現時点だけで比較してというのが、ち

ょっと気になるというのが第１点です。 

 それから、４３ページのところで金融面からの説明がございましたけれども、ご案内の

ように日本の場合には、ある意味で政策金融というのはこれまで非常に大きく、海運、造

船なんかで寄与してきたと思うんですけれども、民間ベースで見ても、最近はめちゃ金利
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が低いわけですね。 

 円で資金を調達している場合の金利面での有利性というのと、諸外国の金利面でのコス

ト負担というのは一体どうなっているのかというのは、ちょっと知りたいなというのが

第２点です。 

 第３点目は、まさに今、鈴木委員が言われた点なんですけれども、４６ページのところ

で、新しいスキーム案で、トン数標準税制の運用の前提条件として、国際海上輸送の確保

といいましょうか、日本籍船あるいは日本人船員の増加といったような要素が入っている

ように思うんですが、それが目的でもしトン数標準税制を導入するとすると、そのレベル

というのはあまり高くない、つまり減税のレベルですね。というような気がしてしまうん

ですが、そこにまさに鈴木委員が言われたような国際競争力の確保というものが入らない

と、とても今、海運業界が直面している問題の解決にならないんじゃないかと。 

 その辺の、こういうことは交通省だけで決められる話ではないと思うんですけれども、

どういう理論武装をして、どんな要求が通るのかというあたりについて、もしご説明いた

だければありがたい。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、局長、よろしくお願いいたします。 

【海事局長】  鈴木委員からお話があった点については、ちょっと時間も必要だと思い

ますので、後でまた包括的にご説明させていただきと思うんですが、秋山委員からお話が

あった部分について、わかる範囲でご説明申し上げようと思います。 

 この各国の財務状況の比較については、これは担当の実務をやっているところからご説

明させたいと思いますが、政策金融について言いますと、基本的には海外であまり長期金

融をやっているところはないんだろうと思うんですね。非常に多様な資金調達をやってい

るはずなんですが、日本みたいな長期金融の仕組みはほとんど海外には見られないと承知

しておりますので、かなり特異な金融形態かなという気がしております。 

 ただ一方で日本の場合には長期用船のような、これまた海外にあまり見られない仕組み

でエネルギー輸送等をやっておりますので、そういうのとセットとして非常に有効に安定、

いわば収支の長期的な安定を実現するために、この長期金融制度というのは非常に有効に

機能してきているということなんだろうと理解をしております。 

 金利情勢は各国で今、随分違いますし、日本の場合は非常に安い状況でありますので、

一方で金利については為替の変動もまた絡んでくるので、その辺のリスクテイクは各社が
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判断しながらやっていくということなんだろうと理解をしております。 

 それからトン税の仕組み、先ほどのスキームの中のお話でございますが、一応これは昨

年の年末に主税と私どもでいろいろ議論した過程で、主税は当然非常にリジットなシステ

ムを要求するわけでありますが、少なくとも日本船について国際水準のトン数標準税制を

適用するということを前提として、主税と若干のすり合わせをしたわけであります。した

がって、我々はこの延長線上で国際水準並みの税率というのは実現できるだろうというこ

とを前提に考えているということであります。 

【外航課長】  ２１ページの数字の関係でございますが、外国の会社の経営指標という

こともありまして、売上高税引前利益率と売上高当期利益率の差の内訳の詳細につきまし

ては、私ども承知していないところでございます。もちろん法人税以外にもその他の税金

の差も含まれてございますし、その他の要因もあると思いますが、大きな割合を法人税の

差が占めていると推測して間違いはないのではないかと考えているところでございます。 

【海事局長】  それぞれの海外企業については、もうちょっとわかれば、また精査の上、

我々としても勉強したいと思っておりますので、それでご報告させていただきたいと思う

んですが、先ほど鈴木委員のほうからお話がありました点について、これは昨年にさかの

ぼる話でもありますし、そもそもこの交通政策審議会で何を審議していただくのかという

ことも絡んでおりますので、それも含めて私どもの考えをちょっとご説明させていただき

たいなと。 

 これは最終的にどういう形でこの審議会の意見を取りまとめるのかということ関連する

話だろうと思っています。基本的に私どもの立場を言えば、国際競争市場裡で、税のコン

バージェンス、あるいは制度の均衡というのを図るべきだと思っております。ただ現実的

な問題として、昨年からの一連のトン数標準税制の実現に向けての流れがございまして、

これを飲み込む形で私どもとしては今回の意見の取りまとめを行っていただきたいと思っ

ている、これが第１点でございます。 

 昨年の党税調あるいは主税とのこの税の議論、約半年、相当詰めた話をいたしました。

その流れから、ある意味私ども、半分はそちらに体を取られているわけでありますけれど

も、説明をちょっとさせていただきたいと思いますが、やはり一番の問題は現下の厳しい

我が国の財政事情というのが背景にあるということでございまして、夕張と東京は同じこ

とはできませんと、そういう状況が我が国にも実はあるんだということであります。 

 経済界のほうから税のコンバージェンスを図る、これはグローバル社会の中で税をコン
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バージェンスを図らなければ、日本企業は日本で事業をできないというのは、非常に強い

要望として出されていると承知をしております。 

 ただ日本の国民すべてを含めた社会の中で、税のコンバージェンスをわかりましたとい

ってやるような状況にないというのも、これまた一方事実でございまして、この辺につい

てはある意味、今の党税調なんかでもかなりホットな話であります。 

 昨年、減価償却１００％の問題があって、これは今年度から実現しているわけでありま

すが、これも何年も議論をかけて、やっとそこでグローバルスタンダードに近いところに、

わずかな一歩でありますけれども、実現したということで、そういう意味では現下の海運

の収益状況、納税額が１,０００億円を超えるような状況の中で、海外並みのトン税を導

入しろという話も、なかなか財政を預かる部署としては飲み込めないし、それから、自民

党としても、政権与党としてもなかなかそれを全部飲み込むというのは難しい、そういう

状況であったということであります。 

 一方で、私どもは、海運に国際競争力を持ってもらうということが、日本の社会として

一番コスト効率のいい話だと思っております。そこは経済全体として、それを実現すべく

努力していくというのが、我々の不断の課題だと思っておりまして、これを審議会の意見

として取りまとめていただければ、私どもの長期的な政策の方向性というのを明らかにし

ていただけるんだろうと思っていますが、一方で当面の課題として、来年度、法制度を前

提として、とにかくトン数標準税制を我が国に導入していくというそこのところについて

は、やっぱりそれなりの考え方を明らかしていただかなければいけないと思っておりまし

て、現下の厳しい状況の中で、トン数標準税制に一歩を踏み出すという前提として、なぜ

今やらなければならないのかというところで最も説得力があったのが、やはり危機的な状

況にある日本籍船あるいは日本人船員の問題と、それから、日本の経済安全保障の確保と

いうところがキーポイントであったと思っております。そこについて、じゃ、どれだけの

ものが必要なんだというのを明らかにしていただきたいというのが、私どものこの審議会

にお願いしている非常に重要な課題であります。 

 ただそれだけではなくて、長期的に日本の海運企業がしっかりと事業をやっていけるよ

うな、そういう環境整備に向けてどういう方向に進んでいくべきかということも、これは

長期的な課題として私どもはご意見をいただければありがたいと思っておりまして、そう

いう意味では、長短さまざまな課題をこの審議会の中で総合的に議論していただきたいと

いうことでありますが、一方で当面の、来年に向けてこれから中間取りまとめをいただき、
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それから税の要求をし、来年法整備をしてやっていくという１つの大きな流れは、審議会

の中間取りまとめをいただいた上でやっていきたいと考えております。 

 そこで、鈴木委員のほうからお話がございました、できるだけ国際標準でやっていただ

きたいというところは、これは私どもも十分承知しておりますし、そういたしたいと思っ

ているわけでありますが、一方で今回トン数標準税制をとにかく早くならなければいけな

いということで、永田町も含めて昨年ご理解をいただいたのは、やはりそれは一方で日本

籍船、日本人船員の問題、危機的な状況にあるものに対してしっかり対応するということ

が前提であるというのが現実的な問題であります。 

 したがって、そこのところで、じゃ、どのくらいしっかりしたものをするのかというの

は、実はこれは各国の制度的な相違というのを考えざるを得ない。日本の税というのは基

本的に法定主義でありますから、例えば法人税体系の中に大きな穴をあけるとすれば、そ

れに見合う義務といいますか、何らかのことを法で定めてほしいというのが、財務省の立

場であります。 

 したがって、私どもとしては、やはり何らかの法律をつくらなければいけないというこ

とで、昨年コミットしているわけでありますが、そのときに、今、鈴木委員が非常にご心

配をされているのは、ほんとうに身動きがとれないようなぎちぎちの義務をかけられると

私たちは動けませんということだろうと思います。それは私どもも承知をしているつもり

でございますが、これはこれからの交渉事項であります。したがって、ここの交通審議会

でこういう法体系、こういうことでやるべきだということを最終的に詰めていただくのは

無理でありますし、それはまず私どもとしてもこれなら大丈夫ですという話にもならない

わけであります。 

 これは年末の税調の最終的なゴールに向けての交渉の過程で、これで私どもとしてはで

きるだけハードルを低くしたいと思っているわけですが、そこで交渉し、またそこに当然

のことながら、日本籍船、日本人船員の問題についてしっかりやれと言っている勢力も、

国会にはおられるわけでありますして、その辺とも調整をしながら、大方のご理解がいた

だけるような、社会的に見ればトン数標準税制の導入というのは国際常識であるというの

は一方でありますけれども、国内の産業あるいは国民から見れば、大きなベネフィットを

日本の海運に認めるということでありますから、そこの大方のご理解がいただけるような

形で、最終的に法案をまとめていかなければならないということだろうと思っております。 

 そういう意味で今回、私どもも法案を提示いたしておりますが、これは非常に大ざっぱ
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なものでございます。大ざっぱなものをお示ししたのは、そういう意味でこれからの交渉

事項となっているということで、そういう意味でここでこの法案についてぎりぎりあまり

詰めた議論をしていただきたいと思っているわけではなくて、むしろ今、私どもが抱えて

いる、例えば日本籍船がどのくらい必要だ、日本人船員がどのくらい必要だというのを実

現する道のりの上で、何らかのこういう形の法制度を整備していくんだという考えをご提

示申し上げたということでございます。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 大変丁寧なご説明をいただいたと思いますけれども、今のご説明に関して、まず鈴木委

員と秋山委員、何かあればおっしゃっていただきたいと思います。 

【委員】  まず２１ページの表ですけれども、私が５～６割と言いましたのは、売上高

税引前利益率と売上高当期利益率がほとんど変わらない外国の海運企業と比して、日本の

海運企業の場合、当期利益率が税引前利益率の５割ないし６割に減少してしまうというこ

とを申し上げたわけで、税率について申し上げたわけではありません。 

 欧州のトン数標準税制を日本の海運企業の現行の利益に当てはめると、現在の税額の大

体２７分の１ぐらいになります。商船三井を例に取って欧州のトン数標準税制を適用した

場合の売上高当期利益率を計算してみますと、日本の法人税率の実効税率を３７～８％と

すると、１３．２％ － （１３．２％ × ３７％ × ２７分の１）で１３％となり、

税引前利益と当期利益がほとんど変わらないことになりますから、外国の海運企業の利益

が税引前と税引後でほとんど下がらないおおむねの理由は、トン数標準税制によるものだ

ろうと想像できます。 

【部会長】  ありがとうございました。どうぞ。 

【委員】  ２つほど質問させていただきます。もう１つはコメントなんですが。 

 私は一番わからないのは、２９ページから３０ページのこの日本籍船の必要規模の試算

の計算方法なんですけれども、できればもう一回ご説明いただきたいんですが、つま

り１,２８０隻というのを一応ヒアリングで試算して出てきた。そこまではそれでいいと

思うんですけれども、その次に標準世帯分の生活保護世帯の比率が３５.５％になるので、

これを掛けると必要規模の船籍が出てくるというのは、これはちょっとなぜそうなるのか

というのがわからないのではないかなと私は思います。 

 もし推測いたしますと、例えば平均的な日本の生産水準というんでしょうか、経済活動

レベルと、それから非常時における生産活動レベルの比率みたいなものを掛けているとい
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うことであれば、こういう計算の仕方もわかるんですけれども、その場合、生活保護世帯

の収入をとるというのは、これはちょっと普通は理解しがたいんじゃないかと思うんです

ね。 

 例えばもしやるとすれば、まず標準世帯の収入でもって経済活動の水準を見るというの

もちょっと無理があるかもしれませんが、もしそれをやったとすれば、あと私はやは

り５２万５,０００円という標準世帯の収入の何分位というんですか。例えば生活保護世

帯というのを持ってくるんじゃなくて、それの４分の３とか、３分の２をとってみたとい

うぐらいにしないと、なぜ生活保護世帯が出てくるのか。もともと生活保護世帯の概念と

いうのは、非常に特殊な人たちの状況を保障するということでありますから、やはり少し

無理があるんじゃないかなという感じがいたしました。あるいはもしこれが私の誤解であ

れば、何で掛け算をしていいのかということをちょっと教えていただきたい。これが第１

点でございます。 

 第２番目は政策投資銀行の話がありまして、もとは日本開発銀行だと思うんですが、今

後の投資のために低利の資金が必要だという、その議論はよくわかるんですけれども、そ

れとこの政策投資銀行と結びつけるとなると、１つわからないところがございます。 

 というのは、マキシマムの量から現在の非常に少ない船隻量まで来る間に、ずっと開銀

なり政策投資銀行というのは海運業に対して融資をしてきたと思うんですね。おそらく融

資をしてきたという過去の流れの中で日本籍船の船が減ってきたと考えますと、そうする

と、今度逆増やすというときに、今までは政策投資銀行なり開銀なりの存在があってこれ

だけ減ってきた。 

 その裏返しに何か増やすときに、この政策投資銀行がなくなるから、何か特別なことを

しなきゃいけないという議論というのは、何か対称的にはならないんじゃないか。逆に言

えば、何で政策投資銀行が存在し融資があったのに、こんなに日本籍船が減ってきたんで

すかと聞かれたことに対する答が必要なんじゃないかなと、私は思います。 

 ３番目は意見なんですけれども、４６ページに「安定的な国際海上輸送の確保のため

に」という表現があるんですけれども、内容は全くこのとおりで賛成であるんですが、こ

の「安定的」という言葉は経済学者的なあれから言うとやめたほうがいいと思うんです。 

 というのは、経済学の概念だと安定的というのは２通りありまして、１つは、ある一定

の揺れ幅があって、増えることもあれば減ることもある。その減ったり増えたりするとき

の平均値がある目標を達していればいいという安定的というのと、それから、絶対的にこ
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れこれでなければいけないというミニマムの数字がありまして、その数字を確保する、絶

対値を確保するというときの安定的と２つあると思うんです。 

 この場合、もし全く国際海上輸送のことに意識のない人がこの話を見ますと、例えばあ

るときには日本船籍のものが多いとか、日本人の船員が多いときもあれば、必要に応じて、

逆に今度は外国船籍なり外国の船員さんが多いときもある。そういう多かったり少なかっ

たりするものの平均値が保たれていればそれでいいというふうにも解釈されちゃうおそれ

があるわけで、私はここでの議論はそういうことではなくて、むしろ今まで累積過程が働

いて、どんどん日本船が減り、日本の船員が減ってきた。この状態を放っておくと非常に

とんでもないことになる。それを何とかしようということでございますから、そうすると、

先ほど局長の話にも出ましたけれども、例えば安全保障とかセキュリティーとか、そうい

う絶対的な価値基準があって、それを確保するために必要なんだということだと思います。 

 そういう意味で言いますと、やはり「安定的」という言葉のかわりに、少し強過ぎるの

かもしれませんが、セキュリティーなり、非常時なり、そういったものに対する措置とし

て必要だという意味が伝わるようにしたほうがいいんじゃないかと思います。 

 以上でございます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 今、３点ご発言いただいて、特に最初の２つについては資料に関連するご質問も含まれ

ているようですので、もしお答えできることがあれば、よろしくお願いします。 

【海事局長】  最初の生活保護世帯等の話については、これはちょっと担当のほうから

説明させていただきたいと思います。 

 それから、旧開銀、現政策投資銀行の問題でありますが、これは必ずしも日本籍船に対

してファイナンスをするということではなくて、現状、便宜置籍船も含めた日本船社の船

舶に対してファイナンスをしていると私は理解しておりまして、そういう意味で日本の今

の海運企業の経営全体がやっていける上で、非常に大きな役割を果たしてきたのだと理解

しております。 

 そういう意味で、日本籍船を維持するために政策投資銀行の金融制度が使われてきたの

ではなくて、日本の船会社の経営を支えるために使われてきたということで、その役割は

私は今後とも果たしていただきたいなと思っております。 

 それから安定の問題でございますが、実はかなりインフレ的に今現在は使われておりま

して、海洋基本法でも、先日通ったわけでありますが、「効率的・安定的な海上輸送の確
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保を図るために、日本船舶の確保と船員の育成」という感じで使われてございまして、私

どもの世界ではかなり定着した考えということで、一般的に言うときには、ご指摘された

ような話を注意しながらプレゼンテーションをやっていくということなのかなと考えてお

ります。 

【部会長】  それでは、山口委員からどうぞ。 

【委員】  政策投資銀行のご質問が出ましたので、ちょっと私どもの考えをご披露した

いと思うんですが、我が国の現状からいって、やはり海上輸送がしっかりしている、つま

り日本商船隊が日本経済全体を支えているという認識がまず必要だと思うんです。そのた

めにはいろいろな支援というのがやはり必要になるわけです。その中でのソフトな形での

支援として金融というのがあるわけですね。それで従来、開銀時代から、長い間にわたっ

て長期の安定資金を供給してきたわけです。 

 今回の日本籍船の問題は、国家安全保障という観点から特に強いインセンティブを与え

ようと、こういうふうに私は理解しておりますので、日本全体、経済全体を見ますと、日

本籍船を増やすことも大事ですけれども、それと同じように、日本商船隊を強くしていく

ということが非常に大事だと思いますので、私どもとしては、その役割は続くだろうと思

います。しかし、先ほどからのご説明がありましたように、私どもは民営化をしなさいと

いうことで、今、法律が衆議院にかかっておりますが、その中でも政策的意義のあるもの

はできるだけ続けてほしいという要望が出ております。 

 私どもとしてはできるだけ頑張っていきたいと思いますが、ただ民営化していくとなり

ますと、資金の源泉が政府資金から次第に市場での調達にウエートが増えていくわけです。

そうするとコストが上がってまいりますので、従来のような条件で、採算を無視してまで

やることが非常に難しくなるのではないかと思っております。だから国家的観点から、従

来のような長期融資制度がどうしても必要だということであれば、何らかの制度的な政策

的バックアップをやっていただければ、私どもの長い間培ってきたノウハウとか、そうい

った経験が引き続き活かせるのではないかと思っているわけでございます。 

 私どもとしては、そういう努力をしながらも、そういう制度的な整備をぜひお考えいた

だければと思っております。したがって、日本籍船の問題と日本全体としての商船隊全体

の問題とは区別して私どもは理解しているわけでございます。 

 それから、これは私がちょっと疑問を持ったのでご検討いただければと思いますのは、

この制度は長期的な展望に立って議論をしなければいけないんですが、日本籍船の話をす
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るときに、それは日本の会社という前提に当然なっているんですが、１８ページにありま

すように、世界ではどんどんＭ＆Ａで合従連衡が起きているわけですね。そうすると、日

本船社を前提とした議論だけでほんとうにいいんだろうかと。 

 乗っ取られることを私は望みませんし、また日本船社に頑張っていただきたいという気

持ちはもちろんありますが、しかし世界はどんどんこうやってＭ＆Ａが広がっているわけ

でございまして、だから、仮に外国船社が日本籍船を持ったような状態になったときに、

義務づけ等がどうなるのか、あるいは税制はどうなるのか。 

 海外でもこういうことがしょっちゅう起きていますので、いろいろ工夫して対応してい

ると思うんですけれども、日本の会社というアプリオリに前提を決めてしまいますと、将

来何かが起こったときに、法律上欠陥があるなんていうことになりますと、ちょっと問題

があるかなというのを１つ指摘しておきたいと思います。 

 以上です。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 今の最後のご指摘を。 

【海事局長】  一応日本籍船は日本法人でなければ持てないということになってござい

ますので。ただ日本法人でありますけれども、外資が入っているという状況はあり得るだ

ろうと思います。 

【委員】  よろしいでしょうか。そうすると、もし外国の会社が日本の会社を買収した

場合は、自動的に日本籍船ではなくなるということですか。 

【海事局次長】  今の点、ちょっと制度的なご説明を申し上げますと、日本籍船につい

ての定義というのは船舶法で決まっているのでございますが、その資本要件については何

の規定もございませんで、したがいまして、外資が日本船社の資本を１００％持つという

ことは十分あり得るわけでございますが、船舶法上は、代表取締役及び取締役の３分の２

以上が日本人でなければ日本船舶を持つことはできないとなっておりますので、裏返して

言いますと、仮に１００％外資が、例えば日本の船社を買ったとしましても、その経営意

思を実行する執行役のところについては、日本人でなければならないという規制が船舶法

の定義上ございますので、その意味においては、外資が運営までも外国の方という意味で

すけれども、支配していくということはないわけでございます。 

 これは明治時代の非常に古い法律なんですけれども、当時の和魂洋才といいますか、資

本力がなかったものですから、資本に関する規制は入れなかったんですけれども、この国
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家意思を実現する体制については基本的には日本人で全部占めるという形で、現在の船舶

法の体系になっております。 

【海事局長】  その意味で、今、山口委員からお話がありましたように、海外企業が日

本の資本を取得して、経営陣を総入れかえするというようなことになると、日本船舶を持

つという要件を欠くということになろうかと思います。 

【委員】  そうすると、自動的に日本籍船ではなくなるわけですね。そうすると、この

義務は逃れるわけです。つまりこの義務は会社にかけるわけで、日本籍船が持てないとな

ると、その義務は免除される。そうすると、税法上も国内の源泉所得については、そこは

一般の通常の法人税になってくる。 

 いずれにせよよく整理しておかないと、あるいは古い法律とおっしゃったので、法律を

むしろ直すとか、いろいろ後で法律上欠陥があると言われないようにしたほうがいいので

はないか。つまり私は別にＭ＆Ａを勧めているわけでも何でもありません。しかし何が起

きるのがわからないのがこれからでございます。 

【部会長】  大変ありがとうございます。 

 お願いします。 

【委員】  石油の安定供給という社会的責務を担う立場から、日本籍船と日本人船員

の必要規模に関しまして、一言申し上げたいと思います。 

 資料にもございましたが、非常時において、日本籍船あるいは日本人船員の確保が必要

であるという点に関しましては、安定的な輸送の確保という観点から、全く異論はなく、

我々としても賛成であります。 

 ただし、平時においては、日本船社により運航される便宜置籍船と日本籍船は、同一の

安全レベルで運航されており、日本籍船でなくとも特段の問題はなく、むしろ、コスト面

では、便宜置籍船のほうが優位にあると考えております。 

 したがって、非常時を想定の上、日本籍船及び日本人船員の必要規模、増加策を検討し

ていく場合、過度の日本籍船、日本人船員の増加が、逆に、平時における外航海運業の国

際競争力を阻害してしまうことがないように、ご留意いただきたいと思います。過度の日

本籍船、日本人船員の増加が、結果として、輸送コストの増加を招き、運賃上昇という形

で我々荷主に跳ね返ってくるようなことがあれば、それは本末転倒であると思います。 

 我々が外航海運業界に求める要件といたしましては、安定的な輸送はもちろんでござい

ますが、同時に、安定的な運賃設定、これも非常に重要なテーマであります。運賃の上昇
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が、日本企業、あるいは日本経済の国際競争力を低下させ、貨物の減少という事態を招い

てしまっては、我が国が貿易立国として発展していくという本来の目的から逸脱すること

にもなりかねません。こうした考え方は、先程、鈴木会長がお話された、トン数標準税制

の導入をお願いしたのは、諸外国との競争条件のイコールフッティング、すなわち国際競

争力確保の観点からであるという趣旨と共通するものであると思います。 

 なお石油に関しましては、既にお話をさせていただいておりますが、約半年程度の石油

備蓄を確保しております。非常時において必要な日本籍船、日本人船員の規模の算定にあ

たっては、こうした点についても考慮していただく必要があるかと思います。 

 それから、アジアゲートウェイ戦略会議の物流に関する検討会でもお話させていただい

ておりますが、輸出入通関手続の簡素化・迅速化、あるいは次世代シングルウィンドウと

地方港湾手続の接続、こうした改革は、すべて、抜港になりつつある我が国港湾の国際競

争力を立て直し、経済の発展に結びつけることを目的とするものであります。これは、我

が国海運業界の強化と表裏一体をなすテーマであり、そうした点からも、先程、鈴木会長

がお話された、すべては国際競争力の強化が目的であるというスタンスを、我々も支持さ

せていただきたいと思います。以上です。 

【部会長】  大変ありがとうございました。 

 今の石油の備蓄の分については、委員がおっしゃったような形で配慮されているという

ことだったですね。 

【外航課長】  試算の際にあらかじめ貨物量から控除をして。 

【部会長】  それから、先ほど後回しになりました南部委員からの指摘の点。 

【外航課長】  資料でお示ししました最低保障水準というものの考え方でございますけ

れども、健康で文化的な必要最低限の生活水準を実現するのが生活保護世帯と考えますと、

ほんとうに維持すべき国民生活水準の最低限というのはどこかと考えると、生活保護世帯

になるのかなと。計算上求めるときに、標準世帯との比率でもって計算をするということ

で、１００％とした場合の３５.５％ということで計算ができるのではないかと。いわば

ほんとうの最低ラインを求めるとすると、こういった指標を用いるのがよいのではないか

という事務局からの提案でございます。 

【委員】  これは何をとればいいのかというのは難しいと思うんですが、例えば３０ペ

ージの表にたまたま出ていますのは、１９６５年ぐらいの水準というのと４５０隻とかい

うのは合っているようですけれども、つまり私は基本的には日本の経済規模が、何か非常
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時において縮小したときに、縮小した時点においても最低必要な船の数という意味だとし

ますと、表現の問題ですけれども、憲法２５条とか生活保護世帯というのが出てくると、

非常に唐突な感じがいたしますので、ある経済活動水準が何分の１になったかとか、何

十％減になったとかというふうにしたほうがいいというか、そういうふうにしないと、ち

ょっと話が変な方向にいくおそれもあるんじゃないかということで申し上げたわけです。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 生産活動水準で考えて、一遍に消費水準とか生活水準みたいなものでやると、違和感が

あるかもしれないというご指摘かと思います。ちょっとそれはご検討いただきたいと思い

ます。 

 秋山委員、どうぞ。 

【委員】  今の点ですけれども、こういう考え方もあるんじゃないかということでちょ

っと提案するんですが、３ページの平時、非常時、有事という表を見ていると、今のいわ

ゆる必要規模についての議論というのは、非常時を念頭に置いているわけですから、災害

とか、テロとか、そういうときに、日本籍船の最小規模はどうかという議論をしていると

理解していいと思うんですけれども、そこで生活保護世帯が出てくるというのは、やっぱ

りややきついなと。 

 例えばこういうベースで議論した上で、係数を掛ける。つまり今のこの最低の、つま

り３５.５％という係数が出ていますけれども、これは生活保護世帯をとったんでしょう

けれども、ちょっとこの３ページの表を見ていると、いくら何でもそれはきついなと。例

えばそれに１.２を掛けるとか、１.３を掛けるとか、何なんだと、その１.２とか１.３は、

というのは幾らでも議論できるし、むしろそういう最低規模の、しかもそれが法律に影響

するようなことであれば、係数は多少弾力的のある係数をそこに置いておけば、今のご質

問にも多少答えるようなことになるんじゃないかというのが、私の提案です。 

 若干我田引水ですけれども、その１.２とか１.３というのがあれば、それは有事のとき

に必要とする、戦力を保持するために、国民は生活保護世帯、しかしそれ以外にどうして

も船は必要というのにも使えると、若干我田引水的なことも考えたわけですけれども、そ

ういう弾力的な係数を使うというのはどうなのかということを、ちょっと提案させていた

だきたいと思います。 

 それから、ついでで恐縮なんですけれども、国際競争力の点について私が考えるところ

は、それからいろいろな合併とか統合とかがありますけれども、ヨーロッパのほうで進ん
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でいる合併・統合は、ほとんどがＥＵの範囲内、アメリカもちょっと入っていますけれど

も、基本的にヨーロッパの中での合併なので、例えば日本とアメリカとか、日本とヨーロ

ッパとかいうのとちょっと状況が違うということは、考えておく必要があると思うんです

が、ヨーロッパで何でこんな税制が早くとられたのかということを考えてみると、海運会

社の国際競争力を維持させるというよりも、もっと基本的に何かそれぞれの国家が、ある

意味で安定的な海運の確保というのが国家の戦略としてあったんじゃないかと思うんです

ね。 

 戦略があって、手段として海運会社の競争力を維持させよう、強化させようということ

があったと思うので、今回の議論の中で、政策としてきちんと出す場合に、日本の海運の

安定的な確保という国家戦略があって、そのもとで海運企業の国際競争力の強化という、

ある意味で手段だと。 

 例えば極端なことを言えば、国が全部海運を担うというやり方だってあったかと思いま

すし、あるいは荷主に対して外国企業を使っちゃいかんという変な規制も手段としてはあ

ると思うんですけれども、そうじゃなくて海運の国際競争力を確保することによって、国

家としての海運の安定的な確保を図るという戦略がその上にあるんだということを主張さ

れると、海運会社のために税制改正をやっているんだという印象を与えなくていいんじゃ

ないかという気がちょっとしましたので、発言させていただきました。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 どうぞ。 

【委員】  経済産業省と経団連の昨年の提言に、資源・エネルギー供給の安定的確保と

いうことが掲げられています。 

 資源・エネルギーの安定的供給の確保というのは、船で運んで、日本に着いて初めて安

定的確保が成立すると思います。この安定的確保に対して海運企業が果たすべき使命は二

つあると思います。１つは安定した船腹の供給であり、１つは渡さんがおっしゃった安定

した運賃です。 

 運賃は基本的にマーケットで決まりますから、その時々の需給関係等で大きく動くこと

もあります。ブラジル・日本の鉄鉱石を例にとって話しますと、ブラジルの港から日本の

港までのスポット運賃（一航海ごとに取り決める運賃）は、四、五年前はトン当たり７ド

ルでしたが、今は５０ドルです。因みに、ブラジルの鉄鉱石の FOB 価格については、四、

五年前の２５ドルが現在は５０ドルになっているので、運賃を足すと、四、五年前はブラ
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ジルから鉄鉱石を購入し、日本まで輸送するコストはトン当たり３２ドルで済んだのに、

現在では１００ドルもかかるということになります。価格の安定という意味では、日本の

海運会社は、先ほど局長の話にもございましたが、大部分を長期契約によって輸送してい

ます。外国海運会社も長期契約を全くやらないわけではありませんが、比較的少ない。長

期契約で安定的な供給ができるのは、日本の海運会社だけであるというのは過言ですけれ

ども、それに近いと思います。 

 その証拠に、日本の資源・エネルギー会社が海運会社との間で持っている長期契約は、

隻数で言うと４６０ぐらいありますが、その９９.８％は日本の海運会社との契約です。

特殊な例がひとつだけあって、４６０分の４５９は日本の海運会社がやっている。そうい

う意味で日本の海運会社は、資源・エネルギーの安定的確保に貢献していると考えていま

す。 

 それから、日本人船員についてですが、欧州では船員は減ってはいますけれども、日本

のように１０分の１というような激減は生じていません。この理由を為替の変動という側

面から見てみますと、固定相場の時は１ポンドは１,００８円、１ドルは３６０円、従っ

て１ドルで買えるポンドは０.３５ポンドでした。今は１ポンド＝２５０円に対して１ド

ル＝１２０円ですから、１ドルで買えるポンドは０.５ポンドです。ポンド安になってい

るわけです。 

 これを日本円に当てはめますと、３６０円が５４０円になったということで、も

し５４０円になっていれば、日本人船員を全部乗せて掛かるコスト４億円をドルに換算す

ると７５万ドル、これならば経済的にも十分成り立つわけです。日本の経済力の強さが円

を強くして、ドルに対して３～３.５倍も強くなったという影響は非常に大きく、日本人

船員の大きな減少につながったわけです。 

 繰り返して申し上げますが、私どもは日本船籍も日本人船員も増やすべく努力していく

所存です。しかしながらトン数標準税制の導入との関連で言えば、それは副次的目的であ

り、海運企業の国際競争力を増大する、強化するということが、あくまでトン数標準税制

の最大眼目であるということを申し上げたいと思います。 

【部会長】  ありがとうございました。お願いします。 

【委員】  今、委員のほうから鉄鉱石の話が出たわけですが、おっしゃるとおり、我々

の鉄鋼業にとって、鉄鉱石よりもむしろ今は輸送費のほうが高いという状態になっている

んですけれども、長期的な契約によって、先ほど言われた輸送費よりは相当安く運んでき
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ていただいているということで、日本の産業の国際競争力を確保するという観点から、今

の議論は非常に大事だと認識しております。 

 トン数標準課税の問題というのは非常に大事なことだと思いますけれども、一方におい

て、今、ご議論なされている非常時に、一体どれくらいの船とどれくらいの日本人船員を

持っていなければいけないかということについて、あまり極端にいきますと、国際競争力

そのものが低下してしまうということになると思いますので、ぜひそうならないように考

えていただきたい。あるいは税制で、日本国籍を増やす、あるいは日本人の船員さんを増

やすことが会社のインセンティブになれば、自律的にそうなるんじゃないか。 

 例えば今の日本国籍だけトン数課税を認めるということになると、これは船会社にとっ

ても、日本国籍にするほうが税的なメリットがあるということなので、おそらくインセン

ティブに働く。 

 それで、安定とか非常時とかという議論の中で１つ教えていただきたいのは、２６ペー

ジで日本人船員の優位性のところでで、この海難の発生率ですが、日本船籍の船というの

は今は必ず日本人が乗っているわけですね。そういう意味で日本船籍の船イコール日本人

が乗っているというのが、非常に海難事故の発生率が低いというふうに理解できるんです

けれども、今現状で言いますと、日本の船会社の日本国籍船は非常に少ないわけですね。

そうすると、ほとんどの船は外国籍だということで、私は多分日本の海運会社がお持ちの

海外国籍船の事故率というのは、こんなには高くないんじゃないかと思いますけれども、

その辺もしデータがございましたら。要は言いたいことは、日本の船会社のオペレーショ

ンというのが海難事故に差が出てきているんじゃないかというふうにも受け取れますので、

この辺もしデータがあったら教えていただきたいなと。 

 それと、先ほどから幾つか議論が出ておりました非常時でございますね。非常時とは一

体どういう状態かという想定が非常に難しいと思いますけれども、先ほど船という観点か

らの輸送の物資を見ておりますと、１つはやっぱり食糧だと思うんですね。１年間ぐらい、

どうしても日本は海外から食糧を持ってこないと食べていけないと。それはどのくらいあ

るのかというのが１つと、それから、ライフライン、電気・ガス、最低限の生活のために

は電気・ガスが要るわけですが、それのエネルギーというのはどれぐらい要るのかと。 

 逆に産業、我々は例えば鉄鋼業でございますが、鉄鋼業はほんとうの非常時のときには

鉄の生産というのはどれぐらい要るのかなというのを考えますと、端的に言いますと、ほ

んとうに国がどうもならないときは、鉄は１トンもなくても国民は生活できるかもしれま
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せん。これはわかりません。 

 例えば自動車でも同じようなことがあると思います。ですから、どのくらいのレベルの

非常時を想定するかによって随分変わってくるんじゃないかと思いますので、それはこの

分科会というよりも、こういう非常時というのがあるとすれば、むしろ日本全体で考える

べきです。もう少し上のレベルで日本のリスク管理という意味で議論していく必要がある

のかなという感じがしました。船数とか船員さんの数というのは、考え方によって変わっ

てくるわけですから。 

 それと同じような裏返しなんですけれども、例えば今５,５００名程度の船員の方が必

要になるということになって、３３ページの資料にもありますが、一定のレベルの船員を

育成するには、やっぱり１０年とか２０年とか長期間かかるということになってます。す

ぐ５年以内ということにはならないということは理解できるんですけれども、こ

の５,５００がもし必要数とすると、３０年かかるということになっているわけですね。 

 ３０年の間に、１０年以内に危機あるいは非常時がもし訪れたらどうなってしまうんだ

ということになると、違った方策、議論があると思うんですね。危機、非常時という議論

をするときには、やっぱり長く見ても１０年ぐらいのうちにはあり得るという前提に考え

ないと、ちょっとこの３０年で充足というのは長過ぎるかなという感じがします。ただこ

の５,５００が正しいかどうかというのは、さっき言いましたように、もうちょっと議論

する必要があるのではないかと思います。 

 以上です。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 相互に関連した非常に重要なご指摘だったと思うんですが、１つだけ、先ほどの海難の

あれですね。その件については、もし簡単に済ませれば。 

【審議官】  これは非常に難しゅうございまして、実は日本船社の運航している船でも

国籍はいろいろでございますので、なかなか統計のとり方が難しいわけでございます。た

だその中で、２６ページの右下の表を見ていただきますと、日本近海における、これは海

上保安庁の要救助海難隻数から出てきているものでございます。入港隻数とのあれが１

対１でパラレルになるかというのがありますので、日本船と外国船というのはなかなか比

較しにくいんでございますが、外国船同士だったらそんなにおかしくないだろうと。 

 そう考えた場合に、このパナマ籍というのは大多数が日本船社が運航しているものであ

ると推定されます。これが韓国、中国、ロシア、あるいは全体と比べましても低いという
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ところに、やはり日本船社のオペレーションがいいということはあらわれていると思って

います。右上のグラフを見ていただきましても、パナマの数字、それほど低いとは言えま

せんけれども、それほど高くない。このあたりにあらわれているような気がしているんで

す。 

 ただ我々もいろいろ探したんでございますが、一言で決め手になるような数字というの

はなかなか出てこないということで、若干間接的な数字になっております。 

【海事局長】  先ほどから最低水準の設定についていろいろご意見を承りました。馬田

委員がおっしゃったように、ある意味これは国家的にどうするかという非常に高次の議論

であり得る話であります。ほんとうに高次にも議論をするとすれば、おそらくそれは一朝

事あるとき、有事を前提としてどうするのかという議論になるんだろうと思いますけれど

も、少なくとも今の日本の状況の中で、成熟したそういう議論ができるのかというのはな

かなか難しいこともあるなと正直なところ思っておりまして、そういう意味でかなり苦し

紛れの設定をしたというのは間違いないのでありますけれども、一方で産業界のほうから

もいろいろお話もございましたように、過度に増やすと、国際競争力に短期的に見て、こ

れを急ぎますと非常に大きな影響が出てくるということがございます。 

 したがって、それなりに最大限の努力をし、諸般の影響を見ながらこのぐらいならでき

るかなというところをにらみながら数字を設定しなければいけないという状況も、現実的

な問題としてあるんだろうと思っておりまして、そういう意味で今回ご議論いただいてい

る中で、私どもとしてできる最大限のところということで今回の数字を出したわけであり

ますが、ただ一方で、確かにご指摘がありましたように、これは実は中の議論でもあった

んですが、いかにも唐突な感じがする問題がございまして、そこはもうちょっと知恵を出

させていただきたいと思います。そのところはきょういろいろちょうだいした意見を含め

て、考えさせていただきたいと思います。 

【部会長】  どうぞ。 

【委員】  個々に説明いただいた内容につきましては、大変よくまとめられたと思いま

して、それに対しては努力に大変敬意を表したいと思います。 

 配付された資料を読んだときに、１つわからないところが結果として残りました。それ

は局長がおっしゃったとおり、本来の姿は国際競争の中で、日本の外航海運業界が活躍さ

れて、その課題を個々に克服するということが究極の目標である。これは確かなことだと

思うんですけれども、そのために総トン数税制の話を今回議論し、また一方で、必要とす
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る船籍と総トン数と、それから日本人船員ですか。その総量を計算した。 

 結果として総トン数税制を導入し、日本船籍の比率を高めるということによって、どれ

だけ外航海運業界の国際的な競争力が増加することが予測できるのかということがわかる

わけですね。 

 これは例えばございましたような２００４年の諸表の比率からすると、日本の海運業界

がどのくらい改善される可能性があるとか、あるいは再投資に使えるような資金がどのく

らい増大するかとか、それによって日本の海運業界の国際競争性がどんどん増していくと

いうことが結果として描けないと、結論が出てこないのではないかと思って心配するわけ

です。 

 報告書にそこまで書く必要があるのかどうかということはわかりませんけれども、一応

手持ちとしてそのイメージはつかんでおく必要があるのかなと思っていますので、もし可

能だったらよろしくお願いしたいと思います。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 今のコメントに関しては、何かございますか。ご指摘いただいて、また。 

【海事局長】  ご意見いただきましたので、ちょっと検討させていただきたいと思いま

すが、ある意味、最終的な制度設計が見えないということで議論させていただいた。それ

は交渉事項だからなのであります。したがって、ちょっと隔靴掻痒の感はあるんですけれ

ども、定性的に言えば、日本籍船にし、日本人船員を乗せるということは、競争力の足を

引っ張ります。これは間違いありません。 

 したがいまして、ほんとうに経営オリエンテッドに物事を考えるとすれば、日本人船員

はどんどん減っていくかもしれないし、日本籍船もどんどん減っていくかもしれない。た

だ一方で社会的責任とか会社と企業としての問題があると思いますので、あるいは経営効

率が最低限必要だというところがありますから、どこかで落ちつくと思いますけれども、

いずれにしてもそれは国が必要とするものとは乖離がある可能性があって、そこのところ

をどう埋めるかというところが、国として何をするかというところなんだと思っておりま

す。 

 現にこれまで減少し続けてきたという事実は、そういう意味ではやむを得ないところも

ありましたけれども、諸外国の政府と日本の政府がやってきた、あるいは船員に対して行

っている助成に相当な格差が今まであったというのは認めざるを得ないと思います。 

 これは日本の国情の中で、非常に制約された中でやってきておりますので、ここは我々
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も試すべきところは試さなければならないと思っているわけでございますが、一方で今で

きることにはかなり限界があるという中で、長期的課題は長期的課題として、今できるこ

とは最大限やるという中で選択をしていかざるを得ないだろうということでございまして、

私ども今回理想は高く掲げたいと思っておりまして、そういう意味で日本人を５,０００

人ぐらいはあったほうがいいのかなということも含めて言っております。 

 問題は今、スタートラインが日本と欧米の諸国が随分違うということがございます。自

国籍船にしても自国船員にしても、日本は１０％をはるかに切って５％ぐらい。海外の場

合には低いところでも３割ぐらいにとどまっているというところから考えると、少なくと

もそこまで何とか、そこまでいかなくとも、少なくとも海洋国家である以上はやっていき

たいというのは、ある国家戦略として、先ほどお話がありましたけれども、海洋基本法で

も言われているわけであります。 

 したがって、理想と今やらなければならないこと、当面できることというのを整理しな

がら、最終的な報告を取りまとめていくということで、明らかにやらなければいけないこ

とというのは比較的はっきりしていると思うんですが、その結果、やらないとどうなるの

か、あるいはやったときにどうなるかというのは、必ずしも制度設計がはっきりしていな

いというところで、明らかにお示しできないというところは申しわけないと思いますけれ

ども、そこは我々のできる範囲でそのような努力をさせていただきたいと思っております。 

【部会長】  ほかにご発言ございますか。どうぞ、山口委員。 

【委員】  実はいろいろお話を伺っていて、これから非常に問題にしなきゃいけないな

と思うのは、４６ページのスキームだと思うんですね。これはほんとうに国交省のほうで

うまくハンドリングしてほしいんだけれども、結局これを余りに厳しい姿にしていくと、

国際競争力に影響が出てくるわけですね。このトン数税制を税の減免という問題と見れば、

相当厳しい要件での目標達成義務ということになりますが、課税の仕方の変更ということ

であれば、インセンティブであるにしても、どれくらいの制約をかけた上でやるのか、義

務づけをした上でやるのか。これは税務当局から見れば、それはがっちり義務づけして実

現しなかったら税を返せという論理も成り立つんだけれども、ただ船主協会等から見れば、

そんなことをされたらかえって困るというふうになるので、一番難しいのは、皆さん方お

悩みになるところは、４６ページに書いてあるスキームをどれくらいソフトな形にするか、

しかし、だからといってずるずるにしては、国民に説明がつかない。この辺だと思うんで

すね。だから、その辺は関係業界ともよくお話しされた上で、税務当局ともよく調整した
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上で、一番いい形をやっていただかないといけないんじゃないかという感じがします。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 どうぞ、局長。 

【海事局長】  まさに山口委員のご指摘のとおりでございまして、ちょっと業界とは話

をさせていただいたとおりでありますが、そこが我々も非常に頭を悩ましているところで

ございます。 

 単に課税の仕方の変更ということであれば、じゃあ過去１０年間の納税額の平均でいき

ますかという話になると、何の意味もない。しかも今、非常に利益が出ていますから、長

期的に見ればものすごい増税になっちゃうというところを、諸外国並みにという話になる

と、法人税率を３０分の１ぐらいのレベルまで落とす、実効税率を１％ぐらいまで下げち

ゃうという話になりますから、これはやはり相当の議論、それから仕掛けがないと認めら

れないというのが、これが当然財務省の立場になるわけであります。 

 そこはある意味力比べみたいなことに最後はなっちゃうということでありまして、それ

は年末に向けての交渉事項ということであります。したがって、ここはそういうご意見を

いただきながら、私どもとしては作業をこれからさせていただくということでございます。

ありがとうございました。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 それじゃ、手短にお願いいたします。 

【委員】  長期的な目的は明らかに長期的な経済厚生の極大化であって、そのための手

段が国際海運の競争力の確保で、しかしいろいろな条件があって、それを目的としていろ

いろな制度を考えるという形で、少し整理する必要があると思うんですね。 

 ３ページのところの真ん中の５つの丸があって、安定的な国際海上輸送の確保のため

に５つの丸があって、今のところ３つ議論しましょうと。国際競争力の確保、日本船籍の

話、日本船員の話とこの３つがなっていて、一応これを議論するというふうに整理されて

いると思うんですね。 

 そこで必要量を計算したというところから見ると、日本船籍の確保と日本人船員という

ものを一応目標にしましょう。ただ問題は、先ほどから出ているように、日本船籍が増え

たり日本人船員が増えると、邦船社の国際競争力が下がってしまうんじゃないかという事

例もあるということはわかります。 

 しかしその中で、ここの審議会としては一応必要量を計算したという以上、日本船籍の
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確保とか日本人船員というものが一応目標になっていると思うんですね。そこで今、手段

としてあるのがトン数標準税制だというふうになってきているという整理だと思うんです

ね。 

 そのときに、トン数標準税制をやることによってどういう効果があるかということをま

ず提示しなければいけない。国際競争力の確保のところに話はいくわけなんですが、これ

が減税だとすると、提示しなきゃいけないのは２１ページの表のところで、キャッシュフ

ローを厚くできるというのが直接の効果なわけですね。じゃ、厚くなったキャッシュフロ

ーを何に使うのかということをある程度明確にしなきゃいけないと思うんですね。 

 ですから、航空業界でＡＮＡがホテルを処分して、厚くなったキャッシュフローで航空

機を買いますということをしていると、なるほどそれは明らかに国際競争力につながるな

ということがわかるわけですね。したがって、その意味において、ここで出てきたキャッ

シュフローを、日本船籍を増やしますとか、日本人船員のほうに回しますということがあ

る程度言われて、初めてそのトン数標準税制というものがこの審議会の目的、あるいはさ

らに向こうにある長期的な日本人の経済厚生の極大化につながるという話になると思いま

すので、そこをうまく整理していただければよいと思います。 

【部会長】  どうぞ。 

【海事局長】  今、ご指摘いただいたようなことを、まさに主税と話をせざるを得なか

ったということでありますが、確かにトン税を適用することと、当面我々が抱えている課

題とどうリンクをつけるかというのが、まさに法律がその役割を果たすわけでありますけ

れども、これをぎりぎりやっていくと、そこで生まれるキャッシュフローに使途制限をつ

けろという話になります。そうすると、非常に使い勝手の悪い制度になってしまう。 

 一方でざくっとこういう努力をする、あるいはこれだけのことをやるから使途制限をな

しに、とにかくそれだけのキャッシュフローは使わせてくれというやり方もある。そこは

まさに制度設計の問題でありまして、対極に使途制限までいく議論があるという中で着地

点を探さなければならないということであります。 

 いずれにしても、諸外国もそうですけれども、そのコミットメント、目的を実現するた

めのものについては、口頭のコミットメントからそういう使途制限まで、非常に大きな幅

の中で、いわば日本の経済社会、あるいは社会の中で容認され得る範囲で、どこで税の軽

減を認めてもらえるかということがゴールであります。 

 これは今は何とも申し上げられないんですが、最大限効率的に使われるものになるよう
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に、私どもとしては努力するということしか、今は申し上げられないということでござい

ます。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 ほんとうですともう少し議論を続けたいんですが。ほんとうにごく手短にお願いいたし

ます。 

【委員】  資料の最後のページ、４８ページでございます。船機長配乗要件の撤廃につ

きまして、このロジックがもうひとつわかりにくいような気がいたします。誤解のないよ

うに申し上げますと、私は船機長配乗要件の撤廃について反対しているわけではございま

せんが、例えばこのコラムの２つ目の日本人船員の養成の現状、この辺はもうひとつよく

わからないという感じがいたします。 

 このトン数税制の導入でございますけれども、先ほどから委員の皆様がおっしゃってい

るように、まず第一に、海運の国際競争力の確保、強化ということが当然前面に出るべき

だと思うんですけれども、国民の理解を得るためには、一部の委員からもご指摘があった

ところですが、安全保障だとか、そういったものを前面に立てる必要があるんじゃないか。 

 そういったときに、当然国民としては日本籍船には日本人の船員が乗っているんじゃな

いかと想像されるんじゃないかと思うんですが、その場合に、日本人が乗っているとは限

らないということであれば、その辺はきちんと説明する、あるいはこの配乗要件の撤廃に

ついてきちんと理論的な武装をする必要があるのではないかということでございます。あ

りがとうございました。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 今、もしご説明できることがあれば。 

【審議官】  整理いたしまして、ロジックをもう少し磨いていくように努力いたします。 

【部会長】  よろしくお願いいたします。 

 それでは、きょうはいろいろ貴重なご指摘をいただいて、それに対して局長をはじめと

して大変率直なお答えをいろいろいただいたので、それぞれの要素の相互関係というのが

大体わかってきた感じがあると思うんです。これを踏まえて、次回に向けてもう一段整理

をしていただくということを事務局にお願い申し上げなければいけませんが、ひとつよろ

しくお願いを申し上げます。 

 それでは、議題の５が残っておりまして、今後のスケジュールに関してご説明いただき

たいと思います。 
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【外航課長】  それでは、資料の２でございますが、国際海上輸送部会の今後のスケジ

ュールについてご説明させていただきます。 

 次回、第４回部会につきましては、６月８日の金曜日、１４時から１６時に開催させて

いただきたいと思います。中間取りまとめの骨子案につきましてご審議をいただきたいと

思います。 

 それから第５回の部会につきましては、６月２８日の木曜日、１４時から１６時、中間

取りまとめ案につきまして審議をいただきたいということでございます。 

 以上であります。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 今のスケジュールについて、何か質問等はございますか。よろしゅうございますか。 

 それでは、事務局のほうから最後に。 

【事務局】  次回の部会でございますけれども、６月８日金曜日１４時から、国土交通

省４階、今度は４階でございますが、４階の特別会議室で開催させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、きょうは長時間のご議論大変ありがとうございました。 

 

── 了 ── 


